
学術俯瞰講義「発明と法」参照条文              （2010.5.19 大渕） 

 
 

特許法（昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号） 

 

（目的）  

第一条  この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつ

て産業の発達に寄与することを目的とする。  

 

（定義）  

第二条  1 項 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のう

ち高度のものをいう。  

 

（特許の要件）  

第二十九条  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明［公知

（広義）］を除き、その発明について特許を受けることができる。 ［新規性］ 

一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明［公知（狭義）］  

二  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 ［公用］ 

三  特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発

明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 ［刊行物記載］ 

２  特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者

［当業者］が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、

その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 

［進歩性］ 
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（先願）  

第三十九条  同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたとき

は、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。  

２  同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の

協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることがで

きる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明

について特許を受けることができない。  

・・・ 

 

（特許出願）  

第三十六条  特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁

長官に提出しなければならない。  

一  特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所  

二  発明者の氏名及び住所又は居所  

２  願書には、明細書、特許請求の範囲［クレーム］、必要な図面及び要約書を添付しなけ

ればならない。  

３  前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  

一  発明の名称  

二  図面の簡単な説明  

三  発明の詳細な説明  

４  前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなけれ

ばならない。  

一  経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を
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有する者［当業者］がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したも

のであること。［実施可能要件］  

二  その発明に関連する文献公知発明（第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。）のうち、

特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その

他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。  

５  第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定する

ために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係

る発明とが同一である記載となることを妨げない。  

６  第二項の特許請求の範囲［クレーム］の記載は、次の各号に適合するものでな

ければならない。  

一  特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。［サ

ポート要件］  

二  特許を受けようとする発明が明確であること。  

三  請求項ごとの記載が簡潔であること。  

四  その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。  

・・・ 

 

（拒絶の査定）  

第四十九条  審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その

特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。  

一  その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四

項に規定する要件を満たしていないとき。  

二  その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三

十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をす

ることができないものであるとき。  

三  その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。  

四  その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。  

五  前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお

第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。  

六  その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図
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面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。  

七  その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。  

 

（特許査定）  

第五十一条  審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許

をすべき旨の査定をしなければならない。  

 

（特許権の設定の登録）  

第六十六条  特許権は、設定の登録により発生する。  

２  第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除

若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。  

 

（特許権の効力）  

第六十八条  特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。・・・ 

 

第二条 （定義）  

 ３  この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。  

一  物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲

渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、

輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為  

二  方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為  

三  物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法に

より生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為  
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（特許発明の技術的範囲）  

第七十条  特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲［クレーム］の記

載に基づいて定めなければならない。 

 

（先使用による通常実施権）  

第七十九条  特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特

許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の

際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の

準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内

において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 

 

（差止請求権）  

第百条  特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵

害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。  

２  特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物（物を生産する方法の特

許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。）の廃棄、侵害の行為に供した設備の

除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。  

 

＊民法 第七百九条 （不法行為による損害賠償）  

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって

生じた損害を賠償する責任を負う。  

 

（特許権者等の権利行使の制限） ［平成 16 年改正で新設］ 
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第百四条の三  特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許

無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、

相手方に対しその権利を行使することができない。  

 

（特許無効審判）  

第百二十三条  特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効に

することについて特許無効審判を請求することができる。・・・  

一  その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願（外国語書面出願を除く。）に対し

てされたとき。  

二  その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十

八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき。  

三  その特許が条約に違反してされたとき。  

四  その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項（第四号を除く。）に規定する要件を満たしていない特許出願に対して

されたとき。  

五  外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載

した事項の範囲内にないとき。  

六  その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたと

き。  

七  特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、

又はその特許が条約に違反することとなつたとき。  

八  その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書若しくは第三項か

ら第五項まで（第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。）又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違

反してされたとき。 

 

第百二十五条  特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初め

から存在しなかつたものとみなす。 

 

（審決等に対する訴え）  

第百七十八条  審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京

高等裁判所の専属管轄とする。  
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（侵害の罪）  

第百九十六条  特許権又は専用実施権を侵害した者（第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵

害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。）は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に

処し、又はこれを併科する。  

 
 

＊（職務発明）  

第三十五条  使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、

従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がそ

の性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為が

その使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務

発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権

利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常

実施権を有する。  

２  従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あら

かじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のた

め仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他

の定めの条項は、無効とする。  

３  従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等

に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、

又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十

四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受け
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る権利を有する。  

４  契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、

対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる

協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われ

る従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を

支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。  

５  前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支

払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、

その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が

行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならな

い。  

 

平成 16 年改正前の第 35 条 
 
4 前項［3 項］の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発

明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。 
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不正競争防止法（平成五年五月十九日法律第四十七号） 

 

（目的）  

第一条  この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保す

るため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もっ

て国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。  

 

（定義）  

第二条   

  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。  

   ・・・・ 

四  窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為（以下

「不正取得行為」という。）又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若し

くは開示する行為（秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。）  

五  その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な

過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若

しくは開示する行為  

六  その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知っ

て、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示す

る行為  

七  営業秘密を保有する事業者（以下「保有者」という。）からその営業秘密を示さ

れた場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有

者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為  
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八  その営業秘密について不正開示行為（前号に規定する場合において同号に規

定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反し

てその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。）であること若しくはその営業秘

密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らな

いで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行

為  

九  その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはそ

の営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により

知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為  

 

６  この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売

方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られ

ていないものをいう。 

 

（差止請求権）  

第三条  １項  不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそ

れがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対

し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。  

 

（損害賠償）  

第四条  故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者

は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。・・・ 

 
                                   以  上 


